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楽しく税を考えよう!&
らんま先生のeco実験パフォーマンス

楽しく税を考えよう!&
らんま先生のeco実験パフォーマンス

2014年1月19日（日）
豊島区民センター文化ホール

　高村社会貢献委員長の司会で開会し、南山副会長の挨拶
のあと、まずはDVD「マリンとヤマト」を上映しました。
ストーリーは、2人の子供が、両親が税金の支払いが大変
だと言っているのを聞き、魔法使いに税金をなくすこと
を依頼します。世の中から税金がなくなったことで、ゴミ
を回収にこないため町中がゴミだらけになり、警察に行っ
ても料金表を見せられて何か頼むとすべてが有料、公園に
行こうとすると道路の持ち主を名乗る人から通行料を払え
と言われ、これまでの世界と比べると不便で理不尽なこと
を、主人公の2人は体験します。それでも、親が喜んでく
れていると思っていたら、親も税金がないことで大変な
世の中になってしまったと嘆きます。2人は魔法使いに頼
んで元の税金のある世の中に戻してもらい、税金の役割を
知ります。
　つづいて、青年部会員の梅村さん（税理士）と石坂さんの
2人での税金教室です。梅村さんが軽快なペースで子供
たちに税金について質問をしていきます。石坂さんが会場
でマイクを子供たちに向けます。梅村さんが、「まだ答え
ていないお友達いますか？」と全員参加できるように気を
使い、会場の皆さんを引き込んでいきます。答えを間違え
た子供にもやさしく対応し、非常にやわらかい雰囲気で
徐々に子供たちも積極的に回答するようになりました。税
金の種類や消費税の回収から予算決めなどの流れまで、
分かりやすい説明だったと思います。国税庁e-Taxキャラ
クター イータ君もお手伝いをしたり、青年部の長島さん
が1億円を持って登場したり、盛況に終了しました。
　次は、第4回税に関する絵はがきコンクールの受賞者表彰
が行われ、6名の方が表彰されました。たくさんの方の前
でコンクールの表彰の場を行えたことは大変有意義なこと
だと思います。

　休憩後の第2部では、らんま先生のeco実験パフォーマン
スです。らんま先生は、環境大臣認定「環境カウンセラー」
に選ばれるなど、日本では唯一環境省から認定を受けた
プロの環境パフォーマーとして、全国各地で活躍中です。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~ranma-sensei/
　環境パフォーマーらしく、水の汚れの色が変化する環境
実験や、錯覚をもちいたパフォーマンスを見せてくれて、
子供達の勉強にもなったと思います。また、ジャグリング
のパフォーマンス（サイコロを器の中で重ねる、バランス
ボールの上で水をこぼさないように回すなど）では、自分
が苦労してこの技を身に着けたことを話し、子供たちにも
努力することに大切を訴えてくれたように感じました。
　私は、ちょうど緞帳を担当していたので、横から見てい
たのですが、「内容はみなさんの様子を見ながら決める」
と話されていたとおり、途中でやるものを組み立ててい

るのが、よくわかりました。途中で道具をいろいろ入れ
替えていて、お客様との一体感を大切にされているのが
わかりました。
　最後に、大石副会長からの挨拶で終了となりました。
　大成功と言っていいのではないかと思います。私は当日
だけのお手伝いでしたが、準備から取り組まれてきたみ
なさん、大変お疲れ様でした。

記：五日市文雄

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

第5回租税教育イベント

豊島法人会租税教育イベントが、平成26年1月19日に豊島区民センター文化ホールにて開催され、小学生100名、大人
と合わせて180名のお客様をお迎えしました。このイベントも5回目を迎え、イベントとして根付いてきた感じもあ
りますし、さらに内容が濃くなってきたと感じました。

第4回税に関する絵はがきコンクール表彰式

子供たちに税金についての質問をする青年部会の梅村氏

らんま先生のeco実験パフォーマンス
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1,048組が目白を駆け抜ける1,048組が目白を駆け抜ける
2014年3月2日（日）

豊島区立千登世橋中学校・
学習院周辺コース

第17回目白ロードレース

　３月２日（日）に第17回目白ロードレースが開催されま
した。
　今年は冷たい小雨の降るあいにくの天気となりましたが
1,048組の参加者が集い寒さを吹き飛ばすように名物
コースを疾走しました。
　今年は、障がい者ランナーの伴走をされるビブスを着用
した方が多く目立ったように見えました。回を重ねるごと
に参加者も増えているようですが、まさにユニバーサルな
大会になっている気がします。参加者の方の話では、数ある

レースの中でもこの大会は更衣室やトイレなど良い設備を
使用できる事や、貴重品預り、また参加賞のほかに豚汁や
ドリンクの配布など運営がしっかりしていてランナーに
人気の大会になっているとの事でした。
　今年も豊島法人会高田支部役員が貴重品クロークのお
手伝いをしました。
　また豊島税務署からも15名がランナーとして参加し、
e-taxをＰＲしました。

記：大渕信之

親子ペアで参加する親子レース

高田支部役員は貴重品クロークで運営のお手伝い
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2014年3月6日（木）～8日（土）
サンシャインシティ展示ホールB

　豊島区内の産業の振興を目的として開催しております
「としまものづくりメッセ」は、区内の基幹産業である印刷
業をはじめ、精密機器、金属製品等の製造業や独自の技術
を持った区内企業などがそれぞれ優れた製品や高い技術
を一堂に展示する豊島区最大の産業イベントで、関係企業・
団体が協力し、今年で７回目を迎えました。過去最多の
105社・団体から115ブースが出展した今回は、従来のブース
よりも間口を広げ「見やすさ・回りやすさ」に配慮し、今まで
以上に商談しやすい会場レイアウトで開催され、３日間の入場
者は19,275名を数え、過去最多の入場者数となりました。

　豊島法人会は「租税教育」をテーマに特設ブースを出展。
３日間を通して青年部会がブーススタッフとして参加し、税
金クイズ、一億円の重さ体験を実施しました。小学生を対象
にした全３問の税金クイズは、379 名の方々が挑戦していた
だき、正解・不正解に一喜一憂するなど、税への関心を深
めてもらいました。重さ約10㌔の一億円の重さ体験につい
ては、米袋を持ち慣れているせいか、多くの主婦の方が重
さを言い当てていました。またブース内に広報誌、入会申
込書、イベント案内チラシを設置し、興味をもたれた方々に持っ
て帰っていただき、豊島法人会のＰＲにもつながりました。

　最終日の８日（土）はセミナー会場において、豊島法人会
が企画しました体験教室イベント「子どものための科学教
室」を開催。長嶋淳氏を講師に迎え、空気圧でボウリングの
玉を持ち上げる実験や、風船の威力を実感する実験をし
たほか、参加者全員で逆さにしてもこぼれないマジカル
コップを作るなど、科学の素晴らしさを楽しみながら体験
しました。
　大盛況のうちに終えることができました「としまものづ
くりメッセ」の次回は、2015年３月５日（木）から７日（土）ま
での３日間行う予定となっております。

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

第7回としまものづくりメッセ

池袋副都心の産業見本市である「第７回としまものづくりメッセ」（主催：としまものづくりメッセ実行委員会）が
３月６日から８日までの３日間、サンシャインシティ展示ホールＢで開催され、実行委員会の一員として豊島法人会
も参加しました。

池袋副都心の産業見本市開催池袋副都心の産業見本市開催

科学を楽しみながら体験

一億円の重さを体験

税金クイズに挑戦

大盛況だった豊島法人会のブ－ス
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2014年3月19日（水）　豊島区民センター文化ホール

新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940 公益社団法人豊島法人会広報誌

３月19日（水）現在、豊島区の新区庁舎が建設中、１年後の完成に向けて区内の大改造プロジェクトが進行中、
そして４月１日より消費税が5％から8％へ引き上げられます。
豊島法人会としてはこの２つの大きな出来事をわかりやすく皆様にお伝えしたいと考え、豊島区のご協力のもと、区民
センター文化ホールの提供をいただき、研修会を開催することができました。当日は124名の参加をいただきました。

知りたい！豊島区の明日の姿知りたい！豊島区の明日の姿

　第１部では、「もっと知りたい！税のこと（消費税）」と
して、豊島税務署 猪狩稔署長より、消費税の引上げに伴い、
ご説明をいただきました。内容としましては、なぜ税の
引上げが必要なのか、税の意義と役割、国の財政の現状、
財政赤字の影響、税制（所得税・相続税・法人税・消費税）
の現況、近年の社会・経済の変化、特に高齢化社会の
進展に伴い、年金、医療関係の給付が右肩上がりに増加、
その結果、社会保障制度の維持して行くことが困難になる
恐れがあり、この社会保障の充実・安定化と財政の健全化
の２大目標の同時達成を目指すものとして、社会保障と
税の一体改革を行い、財政健全化に一定の寄与をする
ものであることに理解を求めたものとなりました。
　後半は、法人課税第一部門 石井幸晴統括国税調査官
より、４月から消費税引上げによる円滑かつ適正な転嫁
のための注意点について、ご説明をいただきました。内
容につきましては、消費税率引き上げの趣旨、転嫁拒否
等の行為の是正、転嫁を阻害する表示の是正、総額表示
義務の特例、景品表示法の適用除外、転嫁カルテル・表
示カルテルの独占禁止法適用除外等、具体的な事務手続
き処理等、禁止行為等のご説明がありました。
　お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになり
たいことがありましたら、税務署にお尋ねください。

　第２部は、「街が変わる街を変える－豊島区大改造プロ
ジェクト－」と題し、高野之夫 豊島区長よりお話をいた
だきました。豊島区未来戦略推進プラン2013を要約しな
がら、文化を基軸とした豊島区の「新たなるブランドづく
り」と、様々な施策を展開する拠点としての施設を中心に、
現在進められている計画に基づいて、豊島区全体が丸ごと
変わっていく姿のご説明がありました。
　豊島区では、環境と人にやさしく、また高度の防災機能
を備えた安全・安心なまちといった新旧の文化資源を有機
的に活用した賑わいのあるまち、誰もが住みたい・訪れた

いと思うオンリーワンのまちづくりを進めています。ソメ
イヨシノの発祥の地、マンガの聖地トキワ荘、新池袋モン
パルナス、ふくろう、セーフコミュニティといった「新た
なるブランドづくり」や、「まちを変える施策の展開」と
して、新庁舎整備、不燃化特区と特定整備路線の整備、造
幣局東京支局跡地の整備、各区立小学校の合併、統合、小
中連携併合校舎の整備等、体育館、図書館、スポーツ公園
の整備、立教通り、大塚駅周辺の整備などの具体的な解説
がありました。
　最後に文化を基軸としてまちづくりを総合的にデザイン
し、発信することで「安全・安心な文化都市」へ加速して
行く豊島区について、ご説明をいただきました。

　第３部では、１部２部と大切な話の後ではミニコンサー
トで肩の力を抜きましょう、ということでオペラ歌手 内
田裕見子さんの歌と、中川郁子さんのピアノ演奏による「と
しま未来へ ミニコンサート」が行われました。「春よこい」
「すみれの花咲くころ」など全７曲を披露、「としま未来へ」
を皆さんと一緒に歌うことができました。
　終了後、第一イン池袋にて「名刺交換交流会」が行われ、
高野区長にも出席していただき、参加者の方々の交流を深
めることができました。

記：小泉裕克
写真：若林正美

猪狩稔豊島税務署長高野之夫豊島区長
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東京都とがん検診に関する意見交換会開催東京都とがん検診に関する意見交換会開催
2014年1月23日（木）豊島法人会館

　平成24年度の調査によると、都民の３人に１人ががんで
亡くなっており、40歳代からは死因の第１位となっています。
　ところが、都民のがん検診受診率は30％台に過ぎませ
ん。がん検診を受けない理由は、「受ける時間がないから」
が最も多く、「がんであると分かるのが怖いから」「費用が
かかり経済的にも負担になるから」が続きます。
　会社での取組について、法定健診については会社が全額
負担していますが、オプション検診については、「全額負
担している」会社と、「会社が一部負担で、それ以外は個
人負担」という会社がありました。自己負担の場合、高額
負担なので受診しない人が多いようです。
　就業者にも会社でのがん検診と重複して、区市町村より
案内が届きますが、会社で検診を実施すれば勤務時間内で
受診できます。区市町村の検診を受診する場合は、会社を
休む必要があり、なかなか受診につながらないようです。
また、年齢により配付される無料クーポンもありますが、
対象の年齢以外は一部自己負担になってしまいます。

　そのような現状を踏まえ、「がん検診を法定健診と同時

実施すると、受診率が上がるのではないか。」「企業が健康
づくりに取り組むインセンティブがあるとよい。」といっ
た意見が出ました。
定期的に受診をすることで早期発見・早期治療が可能にな
り、医療費の抑制につながります。そして、結果的に会社
の健康保険料負担の削減にもなります。がん検診の重要性
を改めて知ったことで、定期的に受けていなかった厚生委
員も「これからは受診してみようと思う」という感想を述
べていました。

健康寿命（要介護となるまでの期間）の延伸には生活習慣病対策が重要であり、１日の多くを過ごす職場での取り組みが
必要です。特に東京都の就業者の約９割が被雇用者であることから、職域支援は東京都としても重要な施策として位置
付けています。東京都福祉保健局健康推進課の「企業経営者の生の声を聞き、実効性のある連携体制を構築して
いきたい」という要望により、厚生委員５名が出席し、「がん検診に関する意見交換会」を開催しました。単位会では、
豊島法人会が初めての試みになります。

貴重な意見交換の場となりました
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豊島法人会では、
正しい税知識や経営のノウハウを身につけることができる
講座や研修会、セミナーなどを各種開催しております。
広報誌に同封しますチラシやWEBサイトでご案内しております。
ぜひご活用ください！

平成26年度の
講座・セミナー・研修会

ラインナップ（予定）

講　師　渡邉 健一 上席国税調査官
　　　　　（豊島税務署法人課税第2部門）

内　容　日常生活や経済取引に係る印紙税に
　　　　ついて事例等を含め解説

2月20日（木）

豊島法人会館　40名受講

印紙税実務講座

●   6月

●   6月

●    9月～11月

● 11月

●   2月

源泉所得税基礎講座
源泉徴収制度の概要、給与所得の
源泉徴収事務等

税制改正研修会
平成26年度税制改正の概要等

実務簿記講座
仕訳、元帳記帳から一連の経理事務
（商業簿記3級程度）

法人税実務講座
決算と申告事務の基礎知識、申告書
記載の仕方

印紙税実務講座
日常生活や経済取引に係る印紙税
の実務

時期、内容については変更となる場合がございます。
詳しくはチラシやWEBサイトでお知らせします。
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猪狩稔豊島税務署長をお迎えし、「絵で見る税の歴史」
と題し、開催しました。図表を用いた大変わかりやすい
説明で、税の歴史に対する造詣を深めることができま
した。その後の新春交流会では、民謡歌手小沢千月氏
を招き、懐かしの民謡で大盛り上がりでした。

2月5日（水）／ホテルベルクラシック東京

新春税務研修会

研修会には57名が参加しました

2月7日（金）～2月11日（火）／ミャンマー

ジェトロ・ヤンゴン事務所にて（写真：加古博昭）

会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

海外研修
青年部会

3泊5日で、11名が参加して、ミャンマーに海外研修に行って
きました。ジェトロ、三菱商事、みずほ銀行の駐在先を回っ
てお話を聞き、寺院、現地のマーケット、Japanフェスティバル
2014などを見学して見識を深めました。（記：五日市文雄）

ビジネスチャンスセミナーでは講師にＡＩＵの平山
貴之氏をお迎えし、「中小企業における労務リスク対
策」についてお話しいただきました。情報交換会では
名刺交換・抽選会など、業種の垣根を越えて親睦を
深めました。

3月11日（火）／養老乃瀧イベントホール

ビジネスチャンスセミナー＆情報交換会

65名が参加し、労務リスクについて研鑽を積みました

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会より講師を
お迎えし、障がい者への声かけ、手助け方法、障
がい疑似体験ならびに補助など、障がい者へのや
さしいサポート方法を学びました。

3月12日（水）／豊島法人会館

障がい者サポート講座

障がい者へのやさしいサポート方法の実演

経営研究会
組織委員会・
厚生委員会

春の目白庭園にて今年は「桜の茶会」と題し、恒例
のお茶会を開催しました。春の陽気に恵まれ、一般
の方 5名含む28 名が参加し、カジュアルな雰囲気
で日本の伝統を楽しむことができた1日でした。

3月22日（土）／目白庭園赤鳥庵

桜の茶会

28名が参加しました（写真：坂巻公美子）

池袋西口支部春季日帰り旅行は湘南エリアに行って
きました。リビエラ逗子マリーナで昼食を食べた後、
横須賀軍港巡り・鎌倉散策・横浜ベイブリッジの夜
景を堪能するなど、交流をより一層深めました。

3月29日（土）／湘南

春季日帰り旅行

31名が参加し湘南エリアを堪能しました（写真：若林正美）

池袋西口支部

女性部会

女性部会
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第 1部　通常総会　16:00～17:20

議　事

第1号議案　平成25年度決算報告承認の件

第2号議案　役員選任の件

報告事項

（1） 平成25年度事業報告

（2） 平成26年度事業計画

（3） 平成26年度収支予算

第 2部　懇 親 会　17:30 ～ 19:00

公益社団法人豊島法人会 第3回通常総会の御案内公益社団法人豊島法人会 第3回通常総会の御案内公益社団法人豊島法人会 第3回通常総会の御案内

別途、会員の皆様には往復ハガキにてご案内申し上げます。
欠席される方は、返信用ハガキにて委任状の提出をお願い申し上げます。

平成26年6月17日（火）
東京信用金庫本店

豊島区東池袋1-12-5（TEL 03-3984-9111）

明
治
通
り

池
袋
駅

東口五差路

グリーン大通り

東
口

サン
シャ
イン
60通
り

サンシャイン前

ビックカメラ
池袋東口カメラ館

東京信用金庫
本店



10 会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

豊島区図書館専門研究員　伊藤　榮洪豊島区図書館専門研究員　伊藤　榮洪

シリーズ連載

伊藤　榮洪（いとう　えいこう）

元豊島区史編纂委員、現在豊島区図書館専門研究員、西部複合施設検討委員など。郷土史関係の著書に、『東京風土記』『豊
島風土記』『豊島区遺跡散歩』などの共著のほか、『雑司ケ谷霊園マップ』『染井霊園マップ』『ぶらり雑司が谷文学散歩』
があり『だれが鼡小僧を知っているか』『啄木と晶子』『ああ光太郎、智恵子』などの小説・評伝など多数ある。当会公益事業「雑
司が谷歴史散歩」「高田目白歴史散歩」でも講師・ガイドを務めた。

②ああ世は夢か

　事件は明治35年（1902）3月27日に起こりました。

東京麹町に住む印刷工の主婦が11歳の息子を連れて

銭湯に行った帰り、砂糖を買い忘れていたことを思

い出します。息子に「買ってきて」と頼んで金を渡し、

母親は先に家に帰ったのですが、すぐ帰ってくるは

ずの息子がなかなか帰って来ません。とうとう夜が

明けてしまいましたが息子が戻らないので大騒ぎに

なり、周囲の捜索が行なわれて変わり果てた息子の

姿が発見されました。死因は扼殺とされましたが、

死体は息をのむ凄惨な様子でした。両眼が抉られ、

なぜか、左右の臀部の肉が切り取られていたのです。

奇怪な事件で警察も必死の捜索が行なったのですが、

犯人逮捕につながらないまま、月日が経ってしまいま

した。それが意外なことで3年後容疑者逮捕となっ

たのです。

　代々木の雑木林で男性の死体が発見され、殺人事件

と断定されて被害者の身許が判りました。男性は麹町

の薬屋の主人で、家人によれば、土地の儲け話を持ち

込んできた野口男三郎（1880-1906）という男と、

350円を持って出かけたというのです。捜査によって

この名前の人物が存在しており、事件後急に金回りが

良くなっていることがわかりました。その男三郎が

周辺に「満州軍司令部の通訳になるので満州に行く」

と言っていることを聞き込み、警察は「高飛びを謀って

いる」と見て飯田町（飯田橋）の駅にいるところで身柄

を抑えました。取り調べで、男三郎は本名武林男三

郎、野口姓を名乗っていたのは野口寧斎の妹園と結

婚しているということと判って、捜査陣は緊張しま

した。彼の逮捕直前に死亡した野口寧斎の死因に胸

部圧迫の疑問があり、犯行の嫌疑もかかったのです。

　寧斎は漢詩人として第一等の名声がありました。

この情報を知った日露戦争の旅順攻撃の乃木希典第

三軍司令官（晩年は学習院々長）はきっと驚愕したこ

とでしょう。乃木は激戦の様子を「山川草木うたた

荒涼、十里風腥し新戦場」などと漢詩の名作に残した

寧斎の高弟だったのです。乃木の直接の発言は知ら

れていませんが、第三軍の後方で軍医部長だっ

た森鴎外は、「お園さんが美人だったせいか」と感想

を洩らしています。

　寧斎はハンセン病を患っていて、「三大病詩人」の

一人と呼ばれていました。彼は自分の病気を後に遺

すまいと妹にも結婚しないよう言いつけていました。

寧斎は男三郎を嫌い、彼が学歴にウソをついていた

こともあって、結婚を許しません。男三郎は寧斎の

許しを得ようと必死に寧斎に取り入ろうとしていた

が、態度を変えない寧斎をついに手にかけたのでは

という疑いが濃くなったのです。さらに、「ハンセン

病には人肉が効く」という迷信があったことが、３年

前の少年惨殺事件と結びつけられました。臀部の

肉が切り取られていた秘密を解く鍵とされたのです。

男三郎が鍋とコンロを買って肉を煮て妻と義兄に

食べさせたというので、世の中は「肉」に好奇心を募

らせ、恐怖の噂で騒然となりました。

　男三郎は裁判にかけられ、寧斎殺しと少年殺しは

証拠不十分で無罪、薬屋主人殺しで死刑判決となり

ましたが、恐怖の事実は明らかにならず、謎がのこっ

たまま、男三郎が獄中で作詞したという「ああ世は夢

か幻か、獄舎にひとり仮寝の…」の歌が、壮士らの

ヴァイオリンで巷に流れ出しました。哀切なジンタの

響きがひろまっていた41年７月２日、男三郎は処刑

され、市ヶ谷監獄教誨師の手で雑司ヶ谷法明寺に

「武林男三郎」と刻んだ小さな墓が建てられたので

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん せん そう もく

 こうりょう 　　　　　　　なまぐさ

　　　　　　　　　　　　　　き

　  まぼろし     　  ごく  や　　　　　　　　　　かり いね　      　　　　　　　　　　　　 そう  し

　　　　　　　　　　　　　　ちまた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  やく さつ

　                                                                                                          えぐ　

 　　　　　　　　　　　　　　  でん  ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はか

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねい さい　　       そえ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　ぎ  まれ すけ
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平成26年度　税務職員採用試験のお知らせ

豊島税務署から

　人事院では、下記のとおり「平成26年度税務職員採用試験」を行います。
興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

記

◇　受験資格
①　平成26年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過していない者及び

平成27年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
②　人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

◇　申込書交付期間 　※できるだけインターネットで申込みをしてください。  http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
平成26年５月12日（月）～７月2日（水）（郵送・持参申込用の申込書の交付は、6月26日（木）までで、土・日曜日は除く。）

◇　申込書受付期間
①　インターネット　　申込先  http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
平成26年６月23日（月）～７月2日（水）

②　郵送又は持参
平成26年6月23日（月）～6月26日（木）

◇　試験日
①　第１次試験　平成26年９月7日（日）
②　第２次試験　平成26年10月16日（木）～10月24日（金）のうち、指定する日

※　詳細については、お気軽に豊島税務署・総務課（TEL　03-3984-2171　内線202）までお尋ねください。

e-Tax(イータックス)の代理送信を御存知ですか?
～税理士が納税者に代わって手続きできます～

e-Taxは、オフィスや税理士事務所からインターネットを利用して申告や納税などの手続きができるシステムです。
「e-Tax に興味はあるけど、税金のことは税理士さんに任せているし…」という方は、税理士さんの代理送信で
e-Taxを利用できます。
法人税、消費税、源泉所得税の申告等の際には、貴社の顧問税理士に「申告はe-Taxで！」とお願いしてください。

○　納税者本人の住基カードなどの電子証明書を取得する必要がありません。
○　従来と同様に申告書作成に係る会社の手間はかかりません。
○　代理送信を依頼した手続以外の「納税証明書」の発行サービスなどは法人自身による手続が可能です。
○　「国税ダイレクト納付」を利用すると、税理士による代理送信でも電子納税が利用できます。
※ e-Tax は事前に利用開始のための手続が必要です。なお、利用を開始する際に税務署へ届け出る e-Tax の開始届
出書についても、税理士の代理送信で提出ができます。
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健 康 コ ラ ム健 康 コ ラ ム健 康 コ ラ ム 厚生委員会

さあ、毎年続けて健診を受けて、体の調子を整えましょう！

問合せ　豊島区地域保健課　3987-4660

豊島区国民健康保険に加入の方

社会保険や健康保険組合等に加入の方

対象者には、５月末より順次、無料受診券（黄色い大封筒）を
送ります。

職場健診が特定健診を兼ねている場合があります。ご家族
の方の健診は、それぞれの保険者によって実施方法が違い
ますので、早めに加入している保険者に確認しましょう。

　「日の出前に出勤し、日中はオフィスにこもって出歩くこ
とがない」「休日も明るいうちは外出することがない」といっ
た一日中ほとんど日光にあたらない生活や、「夜遅くまで、
明るい照明の下で仕事をしたり、パソコンのディスプレイや
テレビ画面などを観る」といった夜の時間帯に強い光を浴び
るような生活を続けると、「体内時計」が乱れやすくなります。
体内時計の乱れは、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活
習慣病を引き起こす危険性が高まり、体にさまざまな悪影響
を及ぼすことがわかっています。
　体内時計の重要性を知り、上手にコントロールして、健康
ではつらつとした毎日を送りましょう。

体内時計は体温、血圧、ホルモン分泌などの生体
リズムを調整している
　ヒトの体には、ふだん時間などを意識しなくても、朝に
目覚め、日中は脳も体も活発に活動し、夜になると体が休
息を求め眠りにつくというような、自然に備わっているリ
ズムがあります。このようなおおよそ24時間で繰り返され
るリズムを「概日リズム（日周リズムあるいはサーカディ
アンリズムともいう）」といいます。

　ヒトの体には概日リズム（睡眠と覚醒、体温や血圧・脈
拍の日内変動、ホルモンの分泌など）のほかに、90分周期
のリズム（レム睡眠とノンレム睡眠など）、30日周期のリズ
ム（月経、皮膚の新陳代謝など）、１年周期のリズムなど、
一定の周期を刻むさまざまなリズム（生体リズム）がありま
す。体内で日々繰り返し行われるさまざまな生体リズムの
活動は、生命を維持していくためのたいへん重要なシステ
ムといえます。
　これらの生体リズムを調整する役割を担っているのが
「体内時計」です。

体内時計は朝の太陽の強い光によってリセット
される
　近年、体内時計は皮膚、肝臓、心臓、血管などあらゆる
部位にそれぞれ備わっており、その体中に備わっている体
内時計に指令を出しているメインの体内時計が、視床下部
の視交叉上核（しこうさじょうかく）という部分にあること
がわかってきました。視交叉上核にある体内時計は他の
体内時計をコントロールする働きを持っていることから
マスタークロック（主時計）と呼ばれています。
　実は、生体リズムのそれぞれの周期は機械の時計のように
正確ではありません。たとえば、概日リズムの周期はちょうど
24時間ではなく24時間数分～数十分であり、個人差があり
ます。これが、概日リズム（おおよそ１日のリズム）と名づけ
られている理由なのですが、この数分～数十分の周期のずれ

を修正しないままでいると、24時間かけて自転する地球の周
期（生活サイクル）とどんどんずれていくことになります。
　このずれを生活サイクルの周期と合わせるように修正する
カギになるのが朝の太陽の光です。朝日を浴びることで眼か
ら入った太陽の光の情報を、網膜を通して視交叉上核が受け
取ると、視交叉上核にある体内時計がリセットされ、24時
間という一定のリズムに調整されるのです。リセットされた
情報は、すぐさま全身の体内時計に伝達されます。

体内時計の乱れは高血圧や糖尿病などの誘因にも
　不規則な生活を送ることで体内時計は簡単に乱れてしまい
ます。体内時計の乱れに最も影響を受けやすいのが睡眠です。

　朝の強い光の情報によって体内時計がリセットされると、
その信号により眠りを促す睡眠ホルモン「メラトニン」の
分泌が抑制されます。メラトニンは抑制されてから14～
16時間後に再び分泌され始め、メラトニンの分泌量が増え
るとその作用で深部体温が低下し眠くなります。これが「朝
の強い光」と「体内時計」と「睡眠」の正しい関係です。
ところが、夜中に照明やパソコン・テレビの画面などの強
い光を浴びてしまうと、夜にメラトニンの分泌量が減少す
ることになり、睡眠覚醒リズムが乱れ、不眠などの睡眠障
害の原因となります。
　不眠は、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習
慣病などに悪影響を及ぼし、また、脳卒中や心筋梗塞など命
にかかわる病気を引き起こす危険性も高まります。
　体内時計の乱れは、睡眠だけではなくホルモンバランスや
自律神経の働きのリズムにも影響を及ぼし、食欲や意欲の減
退などの体調不良を引き起こしたり、骨粗しょう症、がん、
抑うつなどの原因になったりすることがわかっています。

◇　　　◇　　　◇

　体内時計を、毎朝、一定の時間にリセットすることが、
健康の維持には大切です。そのためには、「朝起きたら必ず
朝日を浴びる」「日中はできるだけ外出して光を浴びる時間
をつくる」「夜は強い光をできるだけ浴びない」など、生活
に光のリズムを取り入れる工夫をしてみましょう。
　また、「起きる時間を毎朝一定にする」「朝食は毎日欠か
さずとる」「３食規則正しい時間にとる」などの生活リズム
を整えることも体内時計の乱れを防ぐためには大切です。

『朝日を浴びて体内時計をリセット』

『快眠マネジメント』（監修／グッドスリープ・クリニッ
ク院長 医学博士 斎藤恒博、管理栄養士 横浜創英短期大
学教授 則岡孝子、制作／社会保険研究所）　ほか

＜参考資料＞



　電話での申込みができます！　＊年齢基準日平成 27年3月31日現在

自覚症状が出る前に、定期的な健診が重要です。
☎

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 前立腺がん検診
〔胃部Ｘ線（バリウム）検査〕
３０歳以上の方

〔胸部Ｘ線・胸部ＣＴ検査〕
4０歳以上の方

〔便潜血反応検査〕

■３０～３９歳の方は要
申込み。

■４０歳以上の方には
受診券が届きます。

〔ＰＳＡ（血液）検査〕
５０～７４歳の
偶数年齢男性

■特定健診対象者には
受診券が届きます。

　＊年齢基準日平成27年3月31日現在

☎ ☎
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子宮頸がん検診
〔頸部細胞診・内診〕
２０歳以上の
偶数年齢女性

■受診券が届きます。
＜３０・３６・４０歳の方は、
ＨＰＶ検査を同時実施＞

胃がんリスク検診
〔血液検査〕

■20・40 歳の方のみ
7月末に受診券が届
きます。
ただし、40歳の国保
加入者は、特定健診と
同時に受診できます。

４０歳以上の
大腸がん検診
〔便潜血反応検査〕
４０歳以上の方

■受診券が届きます。

乳がん検診
〔視触診・マンモグラフィ
（乳房Ｘ線）検査〕
４０歳以上の
偶数年齢女性

■受診券が届きます。
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東京都豊島都税事務所からのお知らせ

　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面
から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、
法人事業税、個人事業税を減免しています。

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】

【お問い合わせ先】

●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること

○主税局課税部法人課税指導課法人事業税係　　03-5388-2963
○豊島都税事務所法人事業税第一係　　　　　　　　03-3981-1211（代表）
＊主税局ホームページに、各種様式や制度のＱ＆Ａを掲載しています。

●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること

「地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請窓口」　　03-5388-3408　

対 象 者

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者★

★資本金１億円以下の法人、個人事業者

次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備（減価償却資産）で、環境局が導入推
奨機器として指定したもの＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公
表しています。）
＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機）
＊照明設備（蛍光灯照明器具、ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具★）
＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）
★ＬＥＤ誘導灯器具（例：避難口誘導灯等）は、平成25年7月1日以後取得し、減免
申請期限までに指定を受けたものが対象となります。

設備の取得価額（上限2,000万円）の 2分の1を、取得事業年度の法人事業税額又は
取得年の所得に対して翌年度に課税される個人事業税額から減免
ただし、当期事業税額の2分の1が限度
※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可

（法人）平成27年3月30日までの間に終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に
供した場合に適用

（個人）平成26年12月31日までの間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用

減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている
場合は、その延長された日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。
なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。

主税局　環境減税

中小企業者向け省エネ促進税制中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税・個人事業税の減免～

【お問い合わせ先】
　　　東京都自動車税コールセンター　03-3525-4066

平日 午前9時～午後5時（土日・祝日、年末年始12/29～1/3を除く）

　東京都主税局では、自動車税に関するお問い合わせ窓口として、東京都自動車税コールセンター
を設置しています。
　自動車税に関するお問い合わせは、下記の東京都自動車税コールセンターをご利用ください。

東京都自動車税コールセンターをご利用ください
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4月から 固定資産税にかかる土地・家屋の価格などが
ご覧になれます（23区内）

◆ 縦覧期間　平成26年4月1日（火）から6月30日（月）まで（土・日・休日を除く）
◆ 縦覧時間　午前9時から午後5時まで
◆ 縦覧場所　土地・家屋が所在する区にある都税事務所

＜縦覧できる方＞　平成26年1月1日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者の方
＜縦覧できる内容＞　所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など (縦覧帳簿）

　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23 区内の事業所税、23 区内の固定資産税（償
却資産）について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。
　東京都で現在利用できる手続は下表のとおりです。

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！

電子申告

電子申請・届出

電子納税

○予定申告　　　○中間申告
○確定申告　　　○均等割申告
○清算確定申告　○修正申告　　　など

○法人設立・設置届出　　○異動届出
○中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
○申告書の提出期限の延長の処分等の届出・
　承認申請
○法人税に係る連結納税の承認等の届出　など

○本税の納付　　○延滞金の納付
○加算金の納付　○見込納付

○納付申告　○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する明細

○本税の納付
○延滞金の納付
○加算金の納付

○償却資産申告

ー

ー

法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 事業所税（23区内） 固定資産税（償却資産）
(23区内 )

利用手続についてのお問い合わせ

エルタックスhttp://www.eltax.jp/ホームページ

ヘルプデスク
0570-081459（ＰＨＳ・ＩＰ電話をご利用の場合：045-759-3931）
月～金 午前8時30分～午後9時
（土・日・祝祭日、年末年始12/29～1/3は除く）

＜申告内容や審査・納税についてのお問い合わせ＞

【電子申告、電子申請・届出】
 事業所税 　  ：新宿都税事務所 　　　　　　　　03-3369-7151（代表）
 その他の税目：豊島都税事務所の各税目担当係 　03-3981-1211（代表）
【電子納税】       豊島都税事務所の徴収管理係 　　03-3981-1211（代表） eLTAXイメージキャラクター  エルレンジャー

（注）納税通知書は 6 月２日（月）に発送予定です。

　東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うこと
を防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、縦覧時の本人確認等を厳格に行っております。詳し
くは、ホームページをご覧いただくか、土地・家屋が所在する区にある各都税事務所にお問い合わせください。
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Have a b
reak!

　“抜けはじめてわかる髪は長い友達”というＣＭが子ど
もの頃あった。髪という漢字の右上の３本が抜けて行
き、長と友という字になるというＣＭだった。実際わ
たしはこのＣＭで髪という漢字を覚えたクチである。
　実は、この数ヶ月シャンプーの際にとっても抜け
毛が気になるようになった。このペースで行くと半
年で髪の毛はなくなるのではないかとも思う。夏場
を控える季節の変わり目だからかな？などと思って
あまり気にしないようにしていたのだが、一向にペー
スが落ちてこない。ちょうど床屋に行くタイミング
だったのでカットしてもらいながら抜け毛の話題を
相談する。たいがいこういう場面って“まだまだ大丈夫
ですよ！もっとすごいお客さんたくさんいますよ！”的
な答えが返ってくる。（ある意味、それを期待してた
とも言えるのだが。）ところが店長からは“Оさんは
昨年お父さん亡くされたし、新居建てて引越しした
でしょ。それは、抜けますよ。薄くなりますって。
そりゃ仕方ないですよ・・・。”“・・・・・”
　その後、どんな話題になったのかよく覚えていない。
　先日、三重県に住んでいる母方の叔父が東京に来

るのでとホテルの手配を頼まれた。夕飯を一緒にしま
しょうと、夕方待ち合わせをした。久しぶりに会っ
た叔父は少し腰を落として歩き、亡き祖父に似て来
たなあと、一目見てすぐに遠くからも判った。とこ
ろが 65歳を過ぎているというのに髪はフサフサで
白髪も一本もない。近くのすし屋で一杯やりながら
髪について聞いてみると、もちろんカツラや植毛で
はなくすべて自毛だそうで、驚いたことに染めても
いないとの事。握ってくれている私と同い年のマス
ターの少し寂しくなってきた頭と見比べてしまった。
“オヤジがさ、髪の毛無かったやろ？だからな、若い
時から髪の毛には気を遣ってたでぇ。毎食、味噌汁
はずーっとワカメだよ。多分そのおかげだ。”ワカメ
が毛髪に良いって迷信だと思っていたが、努力で遺
伝を克服しちゃって叔父さん素晴らしいなあと感心
しながら思った。“でも隔世遺伝って言葉もあるよなあ。
そういえば叔父は祖父みたいに酒は強くないなあ。
ん？隔世遺伝・・・ってことは！！”
　今日から味噌汁はワカメだ！
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Have a b
reak!

　「第 7回としまものづくりメッセ」に行ってきました。
豊島法人会をはじめ地元の多くの企業が出展し、なかには豊
島区伝統工芸保存会や造幣局など普段なじみのない団体の
ブースもあり、興味深く楽しいイベントでした。造幣局で
ご当地（広島）500円硬貨を千円で購入し、あがつまタオ
ルでは超高級タオルを格安で入手、江戸提灯は悩んだ末に
次回にしました。
　その中でひときわ異彩を放っているブースを見つけまし
た。『豊島区立千登世橋中学校 ロボット部』、現役の中学生
による出展です。顧問の桐生征臣先生から興味深い話を
伺ったのでご紹介します。
　千登世橋中開校当時は21の部活があり、多くの生徒が大
会やコンクールで活躍するなか、運動や芸術、勉強が苦手
な生徒でも活躍できる場として桐生先生がロボット部を立ち
上げたそうです。最初の部員は、おとなしく、あまり目立た
ない、でも素直でやる気のある四人だったそうです。『夢は
大きい方が良い』と言うことで、「創造アイデアロボットコン
テスト：通称ロボコン」での全国制覇を目標に定めロボット
部の活動が開始されました。
　初めて出場した大会では、残念ながら２回戦で敗退。し
かし、試合後に生徒たちは「先生、今度は絶対負けないよ！」
と目を輝かせて宣言したそうです。その時に桐生先生は「ロ
ボコンでこの生徒たちを変えることができる」と確信され

たそうです。１年後には関東甲信越大会で3位入賞し全国大
会出場を果たし、ロボット部誕生から12年間で、都大会10
連覇、全国大会６年連続出場、平成24年度にはその功績が
評価され文部科学大臣賞を受賞するまでに至ったそうです。
　また、多くの子供たちにもロボコンやモノづくりの楽
しさを伝える目的で、いろいろなイベントにも参加し、今年
はものづくりメッセ以外にも「Maker Faire Tokyo 2013」
（日本科学未来館）、「豊島区中学校文化部作品フェスタ
2013」（区民センター）に参加しています。
　桐生先生は「ロボコンは、単なるものづくりではなく、未
来に向けた自分づくりとの信念のもと、生徒たちには目の
前の課題に真っ向から立ち向かい、自分の目標や夢を実現で
きる人になってほしいと願って日々指導している」とのこと。
　次回のものづくりメッセではロボット部のブースにも立ち
寄り、声をかけて、出来
たら飲み物でも差し入れ
をお願いいたします。
『いまどきの若いやつら
は、すばらしい!』
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■ 第3回通常総会

■ 豊島区の歴史―驚きの事件史　etc

次回発行は平成26年7月末ごろ予定
公益社団法人

豊島法人会広報誌

設置協力企業・場所
（2014年4月現在）

豊島法人会広報誌TOSHIMAは、年４回発行しております。
法人会員の方々には無料送付させていただいております。

また、一般の方でもお楽しみできるよう、
豊島区内のお店の店頭、会社の受付窓口などに設置しております。

広く情報を発信していくために、広報誌の設置場所のご提供をお願いできませんか。お店の店頭、会社の受付窓口など、
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。詳しくは、豊島法人会事務局までお問い合わせ下さい。　

号
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豊島法人会では、会員の皆様の福利厚生の一助として『マ
ジックキングダムクラブ』に加入しています。メンバー専用
1DAY パスポート「マジックキングダムクラブ・パスポート
」の購入特典などがご利用できますので、ご家族、社員の方
への福利厚生にご利用ください。
4月より、新たな有効期限のマジックキングダムクラブメン
バーシップカードの配付を開始しております。3月以前に
発行されたカード（有効期限：平成26年3月末）については
更新手続きが必要になります。更新手続きには、旧カードを
お持ちください。（旧カードを紛失された方は再発行の手続き
となります。）
また、平成26年度東京ディズニーリゾート「特別利用券」
の配付も開始致しました。できるだけ多くの会員の皆様に
ご利用いただきたく、本年度より１社当たりの配付枚数を
５枚に変更となりました。数に限りがございますので、お早
目にお申込み下さい。特別利用券の有効期限は平成26年4月
1日～平成27年3月31日（1年間）となります。
特別利用券の有効期限は平成26年4月1日～平成27年3月
31日（1年間）となります。

東京ディズニーリゾート®

マジックキングダムクラブ・特別利用券について

INFORMATION

専用の届がございますので、事務局までお問合せください。
また、届がない場合、年会費が発生してしまいますので、
お早めにご連絡ください。

移転・休廃業その他変更点が生じましたら

豊島法人会では（一財）全日本労働福祉協会と提携し、会員
やその従業員・ご家族を対象に健康診断の積極的な受診を推
奨しています。夏・春の年 2 回実施しており、会員特別価
格でご利用いただけます。開催日、お申込については（一財）
全日本労働福祉協会より封書でご案内します。

一般定期健診・生活習慣病健診について

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ

口座振替ご希望の方は、事務局までお問合せください。「預
金口座振替依頼書」を送付いたします。また、ご登録いた
だいている口座に変更が生じました場合もご連絡ください。

年会費は口座振替が便利です

公益社団法人
豊島法人会事務局
〒171-0014
豊島区池袋2-32-4

TEL 03-3985-8940
FAX 03-3985-5718
info@toshimahojinkai.or.jp
www.toshimahojinkai.or.jp

お問い合わせは事務局まで決算シールについて

従来、決算法人説明会の「ご
案内」に同封しておりまし
た「決算シール」について
は本誌裏表紙に印刷されて
いる「豊島法人会会員証」
を切り取って、会員番号ご
記入の上、申告書に添付し
てください。

して
おります。

NEWCOMER順不同新規会員のご紹介新規会員のご紹介新規会員のご紹介

平成25年11月
四元　一弘
システム開発・構築、
研修サービス
豊島区南池袋2-30-17
朝日生命南池袋ビル２F
03-5979-1621
会社：http://www.zenet-web.co.jp/
Xlabo：http://www.xlabo.jp/

入　会
代表者名
業　種

所在地

ＴＥＬ
ＵＲＬ

株式会社ゼネット

信頼あるシステム作り、EQベース
の学びの場Xlaboを提供。
システム開発、ITコンサル、人材
育成のご相談はゼネットへ。

平成25年12月
高田　幸男
広告代理業
豊島区池袋2-67-1
シティハウスノヴァ201
03-5985-8311
http://www.interior-plus.jp/

入　会

代表者名

業　種

所在地

ＴＥＬ

ＵＲＬ

株式会社グリフ

家具インテリア系の広告・企画・
販売を行っています。家具イベント
の告知サイト「インテリアプラス」
を運営しています。



21新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940 公益社団法人豊島法人会広報誌

SCHEDULE法人会スケジュール法人会スケジュール法人会スケジュール

5月

（金）

（金）

（水）

～ （日）20日

6月

7月

※ 日時・内容等については変更となる場合があります。最新情報は豊島法人会ＷＥＢサイトでご確認下さい。

4日

18日

23日

（月）

（水）

（木）

（月）

（金）

（水）

～ 28日

12日

14日

15日

19日

23日

28日

（水）

（月）

（木）

（火）

（金）

（木）

2日

5日

17日

20日

26日



22 会員増強に皆様のご協力をお願いします。公益社団法人 豊島法人会広報誌

■ 法人会の趣旨は… 

法人会とは、よき経営者をめざす100万
社の会員組織です。
法人会でのさまざまな業種の人との出会い
は、新しい仕事のつながりをうみだします。
法人会は、公正な税制の実現のため経営
者の声を国へアピールしています。

■ 法人会のシンボルマークとは…

中心の円は、「法人会」のコア（核）で
ある「よき経営者をめざすものの団体」
を表しております。
そのコアのもとに集まる「人」の姿を「法
人会」の頭文字＂h＂ に合わせ、企業と
社会の健全な発展に貢献する団体である
ことを、力強く象徴しています。

■ COVER PHOTO ■
神田川の桜

（写真：若林　正美）

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

18

20

21

22

第5回租税教育イベント

第17回目白ロードレース

第7回としまものづくりメッセ

知りたい！豊島区の明日の姿

東京都とのがん健診に関する意見交換会

法人会の講座・セミナー

法人会活動フラッシュ

第3回通常総会のご案内

歴史コラム 驚きの事件史

豊島税務署から

健康コラム

豊島区保健福祉部から

豊島都税事務所から

平成26年度税制改正大綱

ふくろう回覧板
広報委員会コラム

新規会員紹介
法人会事務局からのお知らせ

法人会スケジュール

編集後記

公益社団法人

豊島法人会広報誌
Spring  2014
CONTENTSNo.229 号

春

編集後記

　この編集後記を書いているのは３月末の３連休で、巷では消費増税直前の駆け込み需要を煽る販売合戦が繰り

広げられています。大手スーパーの西友ではラップ３年分（60本）を『男気買い』と称して販売しているとかで、

お祭り騒ぎの様相を呈しています。そして、この号が皆様のお手元に届く頃には消費税が８％になっていますが、

果たしてどのような変化と実感があるのでしょうか。

　それでも今まだ増税の通過点でしかないとしたら、2015年９月に予定されている増税10％を視野に入れ、

消費者も供給者も慎重に対策を練っていかなくてはならないのかも知れません。ずいぶん前にマクドナルドの

メニューボードに｢スマイル０円｣と書かれていたことがありましたが、サービスに消費税はかかりませんので、

私は、零細企業だからこそできるおもてなしの心で企業努力を重ねてゆきたいと思います。

　広報誌も皆様により親しんでいただけるよう広告掲載サービスを始めました。残念ながら０円とはいきません

が、多くの会員企業様にご利用いただけるよう掲載料を安価に抑えていますので、ぜひご活用ください。

記：第228号編集キャップ　坂巻 公美子





←詳細は P23（裏面）をご覧ください
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